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はじめに

第301回の委員会では、中古マンション購
入後に発生した浴室よりの漏水事故につい
て、買主の売主及び売主側媒介業者の対する
賠償請求が一部認容された事案をとりあげた
（控訴後、和解）。

＜事案の概要＞

平成17年6月、犬のブリーダーをしていた
前所有者より、動物飼育用途にリフォームさ
れていた本件建物（区分所有建物・P号室）
を購入した売主Y1（被告）は、知人の大工
に依頼して、リビングや水回りのリフォーム
を行った。浴室には、大きな浴槽を設置し、
入口をガラス張り、壁に大理石を使用するこ
ととしたため、ユニットバスを撤去して、在
来工法により施工した。
平成24年4月、Y1は本件建物を売却する
ことにし、媒介業者Y2（被告）に媒介を依
頼した。
平成24年9月頃、本件建物より漏水が発見
され、平成25年3月、Y1は浴室に浴室用床
シートを貼る方法にて改修工事を行った。
平成25年4月、買主X（原告）は、売主
Y1との間で、売主側媒介業者Y2と買主側

媒介業者Aの媒介により、代金を7200万円と
する本件建物の売買契約を締結した。
この時Y2は、「浴室において、平成25年

1月頃漏水があったが、同年3月に補修済」
との重要事項説明をXに行った。
同年8月、XとY1は決済を行い、Xは本

件建物の引渡しを受けた。（引き渡し時のX・
Y1の現地確認立会いは、Xの都合により行
われなかった。）
同年12月、Xは、Y1及びY2には、本件

建物について「①リビングの電話線アウトレ
ット（一つ）が断線している。②配電盤に火
災発生のおそれがある違法な回路増設がされ
ている。」旨の説明をしなかった説明義務違
反があるとして、128万円余の支払いを求め
る賠償請求を東京簡易裁判所に提起した。
その後、本件建物浴室より漏水が発見され

たことから、Xは、「③売主らには、本件建
物の浴室が防水不良であったにもかかわら
ず、応急措置が行われていたにすぎないこと
の説明をしなかった違反がある。」として、
計738万円余の損害賠償を求める訴えの変更
申し立てをし、本件訴えは東京地裁に移送さ
れた。

裁判所は、買主の請求のうち、「①電話線
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の断線」については、利用可能なアウトレッ
トは2つ存在しており、電話機の設置や利用
に支障を来すまでのものではないとして、「②
配電盤の増設工事」については、当該工作が
本件建物の使用や用途を制限するような重大
な不利益をもたらすものとまでは言えないと
して、その請求を棄却した。
「③浴室の防水不良」については、平成25
年3月の防水工事は、応急措置としての補修
工事であり、そのことを工事業者より聞いて
いる売主には、本件建物の浴室が防水不良で
応急措置の状態にあって、なお漏水の恐れが
ある旨を買主に告知すべき義務があった、ま
た、漏水があったことを知る媒介業者におい
ては、改修工事の内容について確認し、応急
措置であることを買主に説明する義務があっ
たとして、両者に対し392万円余の支払を命
じた。
本件判決を不服として、Y1・Y2は控訴
したが、平成28年9月、Y1が274万円余を、
Y2が117万円余を支払うことにより、Xと
Yらは和解した。

委員会では、本件事案における問題点等に
ついて、意見交換が行われた。詳細は「委員
会における指摘事項」を参照していただきた
い。
また、委員会に先立ち行われたワーキング
グループ（不動産事業者、行政等で構成）に
おいて、過去漏水事故があった場合の媒介業
者の調査、中古マンションの媒介において注
意するポイント等について意見交換を行なっ
たので一部紹介する。

＜ワーキング意見＞ 

〇過去漏水事故があった場合の調査について
・売主より「事故があったが対処済み」と聞
けば、一般的には工事会社が適切な工事対

応をしたであろうと判断して、別途調査を
することはしていない。

・大きなトラブルがあったということであれ
ば、総会議事録を調べ、全体的なトラブル
内容、工事の内容の確認をする方法がある
と思われる。

・工事内容に関する資料を見ても、建築の専
門家でない媒介業者に、適切な工事かを判
断することはできない。だからこそ、今般
の宅建業法改正においてインスペクション
が推奨されることになったのであろう。

〇中古マンション媒介において注意するポイ
ント等について

・「設備表・物件状況等報告書」の作成、利
用を義務付けている。顧客に記入を依頼し、
後日回収することが多い。（担当者が記入
すると、後日トラブルになることがある。）

・最近多いのが、相続された空家物件につい
てのトラブル。「設備表・物件状況等報告書」
に問題なしと書かれているが、実際には問
題があったなどのトラブルがあり、現地確
認をしっかり実施するよう指導を行ってい
る。

・給排水設備等の動作状況は、当事者の主観
からトラブルになることが多いことから、
買主による内覧時の水回り設備等の動作確
認の励行を行っている。

＜事務局意見＞

本件事案は、過去の故障等に対し、売主が
応急的な対応しかしていない場合も考えられ
ることから、媒介業者は、物件状況等報告書
等において、売主より不具合箇所・過去の故
障等を漏れなく告知してもらうとともに、売
買後に再度故障等が懸念される場合は、その
旨も告知する必要があることを売主に説明し
ておく必要があることを示す参考事例になる
ものと思われる。
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本件事案では、媒介業者にも補修された事
実の確認・説明義務があるとして、買主に対
する賠償責任が認められたが、これは、売主
の補修工事が応急措置であることを疑う事情
が媒介業者にあったと裁判官に判断されたの
ではないかと思われる。

委員会における、重要な瑕疵に関して「完
全に排除することができないリスクを、売主
が買主に移転するためには、十分な措置と説
明が必要」との指摘、また、軽微な瑕疵につ
いて「不備の内容が『軽微である』請求は、
棄却するのが通常の裁判例である」旨の指摘
は、実務において参考になるものと思われる。

最近、リフォーム済として建物を購入した
が、リフォーム工事が不適切であったため漏
水等の不具合があったとするトラブルもよく
聞かれる。「リフォームを最近したから問題
ない」とは一概に言い切れないことから、媒
介業者においては、媒介に際し取引建物にど
のようなリフォームがなされたのか、しっか
りと確認をした上で取引を進めていく必要が
あることにも留意をしていただきたい。

1 ．委員会資料

＜当事者＞

原告：X　 買主（個人）
被告：Y1 売主（個人）
被告：Y2 売主側仲介業者（宅建業者）

（関係者）
A：買主（X）側媒介業者（宅建業者）
B：Y1の代理人
C：Y2の担当者
S：本件マンションの管理会社
Q：管理会社から委託を受けた工事業者
R：Xから委託を受けた工事業者

＜物件概要＞ 

（一棟の建物の概要）

　規模：地下1階付18階建
　戸数：167戸
　建築年月：平成13年12月
　（専有部分の概要）
　建物名称：P号室
　種類：居宅
　床面積：65.84㎡

＜判決の内容＞

［主文］
1　Y1はXに対し、392万2398円及びこれ

に対する平成26年6月13日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。

2　Y2は、Xに対し、392万2398 円及びこ
れに対する平成26年6月7日 から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。

3　Xのその余の請求をいずれも棄却する。
4　訴訟費用は、これを2分し、その1をX

の負担とし、その余は被告らの負担とする。

［請求］
1　Y1は、Xに対し、738万4358円及びこ

れに対する平成26年2月22日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。

2　Y2は、Xに対し、738万4358円及びこ
れに対する平成26年1月17日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。

3　訴訟費用は被告らの負担とする。
4　仮執行宣言

 
［判決の要旨］
1　Y1の説明義務違反の有無について
⑴　Xは、Y1が、（ア）本件建物の電話線
アウトレットにつながるはずの電話線が断線
していたこと、（イ）本件建物に設置された
配電盤に回路増設がされていたこと及び（ウ）
本件建物の浴室が防水不良の状態にあること
を説明しなかったとして、本件売買に付随す
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る説明義務に違反したと主張する。
⑵　不動産売買における売主は、その売買の
当時、購入希望者に重大な不利益をもたらす
おそれがあり、その契約締結の可否の判断に
影響を及ぼすことが予想される事項を認識し
ていた場合には、売主は、売買契約に付随す
る信義則上の義務として、購入希望者に対し
て当該事項について説明すべき義務があると
いうべきである。そこで、上記⑴（ア）の指
摘について検討すると、本件建物には、その
分譲当時、電話線アウトレットが、居間食堂
の窓側及び台所側に各1つ、洋室に1つ、主
寝室に1つ存在していたが、その後の改装に
より洋室がなくなったため、本件売買当時、
同所にあった電話線アウトレットがなくな
り、その他に居間食堂の電話線アウトレット
がコンクリートによって断線していたなど、
本件建物に設置されていた電話線アウトレッ
トの中には、その電話線が断線しているとこ
ろがあったものと認めることができる。そし
て、Y1は、本件建物の電話線アウトレット
の中には、その電話線が断線していることを
認識していたものと認めることができる。し
かしながら、Y2が作成した重要事項説明書
及びB（Y1の代理人）が作成した物件状況
等報告書（区分所有建物用）及び設備表（区
分所有建物用）には、電話線アウトレットの
断線については何ら記載がなかったものと認
めることができるのである。そうすると、
Y1は、Xに対し、本件建物の電話線アウト
レットの断線について、明確に説明していな
かったものと認めるのが相当である。
一方、本件建物には、断線していない電話
線アウトレットも2つ存在しており、本件建
物内における電話機の設置や利用に支障を来
すまでのものではないことが認められるので
あって、電話線アウトレットに関する事情が
本件建物の使用や用途を制限するような重大

な不利益をもたらすものであったとまではい
えず、本件建物に関する本件売買の締結の可
否の判断に影響を及ぼすことが予想される事
項であったともいい難い。この点、A（X側
媒介業者）も、本件建物を内覧した際、電話
線アウトレットの断線の有無について全く確
認していなかったものと認めることができる
のであって、Xの仲介者においても、電話線
アウトレットについて関心を示していた経緯
はうかがわれない。
以上によると、Y1がXに対して電話線ア

ウトレットの断線について明確に説明してい
なかったとしても、本件売買に付随する義務
に違反したものとまでは認めることはできな
い。
⑶　次に、上記⑴（イ）の指摘について検討
すると、本件建物の配電盤には工作が加えら
れていたものと認めることができる。しかし
ながら、Y2が作成した重要事項説明書並び
にY1の代理人であるBが作成した物件状況
等報告書（区分所有建物用）及び設備表（区
分所有建物用）には、本件建物の配電盤の工
作については何ら記載されていなかったもの
と認めることができる。そうすると、Y1は、
Xに対し、本件建物の配電盤に工作が加えら
れていたことについて、明確に説明していな
かったものと認めるのが相当である。
一方、証拠及び弁論の全趣旨によると、電

気工事業者が本件建物の配電盤に工作を行っ
た前後を通じて本件建物の電気機器の利用に
障害が生じたことはなかったものと認めるこ
とができるのであり、配電盤に加えられた工
作が本件建物の使用や用途を制限するような
重大な不利益をもたらすものであったとまで
はいえず、本件建物に関する本件売買の締結
の可否の判断に影響を及ぼすことが予想され
る事項であったともいい難い。この点、Aは、
一般に室内の電灯が点灯している場合には配
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電盤を確認することもないとして、Y1が居
住していた当時に本件建物の内見を行った時
点及び本件建物内から動産類がすべて撤去さ
れた後に本件建物の引渡しを受けた時点のい
ずれにおいても、配電盤を確認していなかっ
たものと認めることができるのであって、X
の仲介者においても、配電盤そのものが本件
建物に関する本件売買の締結の可否の判断に
影響を及ぼす重大な事項であるとして関心を
示していなかったものというべきである（な
お、Xは、本件建物の配電盤に加えられた工
作が違法であり、火災の危険が生じていると
主張するが、本件全証拠によっても、その個
別具体的な火災発生の危険性等を明らかにす
る証拠はない。）。
以上によると、Y1がXに対して本件建物
の配電盤に関する事情について明確に説明し
なかったとしても、本件売買に付随する義務
に違反したものと認めることはできない。
⑷　続いて、上記⑴（ウ）の指摘について検
討する。
ア　まず、本件建物の浴室に生じた漏水の経
過は、次のとおりであったものと認めること
ができる。
（ア）　Y1は、平成17年6月に本件建物を購
入した後、在来工法によって本件建物の浴室
を改装した。
（イ）　平成24年9月3日、本件建物前の内廊
下のカーペット等が湿潤していることが発見
され、本件建物からの漏水が疑われた。工事
業者Q社は、本件マンションの管理会社S社
から依頼を受けて、同月7日、本件建物の漏
水について目視の調査を行ったが、漏水原因
を特定することができなかったため、改めて
共用廊下の壁を解体して調査を行うことと
し、同月14日付けで「3階廊下漏水調査（P
号室）」に関する見積書を作成した。
（ウ）　Q社は、平成24年10月3日、S社の依

頼を受けて、共用部分の廊下側壁ボードを撤
去して漏水調査を行ったところ、共用廊下の
壁ボード等が腐食しており、本件建物の浴室
の床排水金物廻り並びに壁及び床に散水した
際に浴室壁下地と床下地の継ぎ目から漏水す
ることを現認することができたため、本件建
物の浴室の防水不良により漏水しているもの
と判断した。Q社は、Y1に対し、本件建物
の浴室の漏水箇所を特定して補修する必要が
あるため、本件建物の浴室を改装した業者に
その補修等を依頼するよう求めたが、その業
者が既に廃業していたことから、Q社におい
て、調査及び補修工事を行うこととなった。
Q社は、本件建物の属するマンションの管理
組合宛てに同月10日付けで「P号室漏水調査」
に関する見積書を作成したが、専有部分の修
繕に要する費用であるとして、改めてY1宛
ての見積書を作成するよう指示を受けた。
（エ）　Q社は、Y1宛ての平成24年10月16日
付けの「P号室浴室漏水調査」に関する見積
書を作成した。同見積書には、「今回の見積
範囲は浴室排水グレーチング廻りの漏水調査
及び原因箇所改修、床タイルの復旧です」「浴
室排水グレーチング廻り以外の箇所が漏水原
因の場合は別途見積させていただきます」
「又、今回見積は漏水原因箇所の調査、改修で、
床下地ベニヤ等の改修は含んでおりません」
と記載がされていた。
Q社は、Y1の要請に応じ、平成24年12月

19日付けで「浴室床改修（浴室用床シート貼
り）」に関する見積書を作成し、改めて応急
措置としての補修工事の見積書を提出した。
（オ）　Q社は、平成25年3月11日、本件建物
の浴室床の改修工事を実施し、東リ株式会社
製のバスナフローレ（以下「バスナフローレ」
という。）という防水シートを床面に敷設し
た。本件建物の浴室に改修工事を行った後、
入浴が可能な状態となり、階下への漏水も止

082-092_不動産取引紛争事例301.indd   86 2018/07/06   10:10



RETIO.  2018.  7  NO.110

87

まった。
（カ）　しかしながら、本件売買の後である平
成25年12月頃、本件建物から階下の天井裏へ
の漏水が発見された。Q社は、平成26年3月
19日、改めて本件建物の浴室の漏水調査を実
施したところ、本件建物の浴室と共用廊下と
の接合部から漏水していることが確認され
た。R社は、本件建物の浴室について解体工
事を行い、在来工法で改装した。その際には
ユニットバスと異なり、コンクリート等による
防水工事を実施した上で施工する必要があっ
たはずのところ、このような防水層が十分で
はないままに、タイル張りがされており、そ
の改修が行われていなかったことが判明した。
イ　上記ア（ア）、（ウ）、（エ）及び（カ）のと
おり、本件建物の浴室は、改装時にその防水
層が十分ではないままに、タイル張りがされ
ているなど浴室全体に問題があったところ、
その原因が特定されないままに応急措置とし
てバスナフローレを床面に敷設したにとどま
っていたものと認めることができる。このよ
うに、本件建物の浴室には、なお、防水不良
のため漏水の原因が存在していたというべき
であり、本件建物に関するこのような事情は、
その売買の当時、購入希望者に重大な不利益
をもたらすおそれがあり、その契約締結の可
否の判断に影響を及ぼすことが予想される事
項であったというべきである。そうすると、
Y1においては、売買契約に付随する信義則
上の義務として、購入希望者であったXに対
して当該事情について説明すべき義務があっ
たというべきである（なお、本件建物の浴室
の根本的な漏水原因が浴室全体に施工される
べき防水層の不備に由来していたことは、本
件売買の後に判明した事情であるが、本件建
物の浴室の防水不良を指摘されたが、漏水原
因が特定されずに防水不良のまま応急措置と
してバスナフローレを床面に敷設したにとど

まっていたこと自体は、本件売買当時、客観
的に存在していたものというべきであり、こ
の事情は、本件売買の当時、購入希望者に重
大な不利益をもたらすおそれがあり、その契
約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予
想される事項であったというべきである。）。
ところが、Y2の作成した重要事項説明書

の「Ⅲその他重要な事項」欄には、「平成25
年1月ごろ本物件浴室において漏水がござい
ましたが、平成25年3月に補修済みです。」
と記載され、Bが作成した物件状況等報告書
（区分所有建物用）の「1．売買物件の状況」
のうち「⑦漏水等の被害」欄にも、「有」「平
成25年1月頃」「浴室より廊下に漏水」「平成
25年3月補修済み」と記載されていたにとど
まり、設備表（区分所有建物用）の各欄に至
っては、本件建物の設備に関する故障又は不
具合の有無として漏水に関する記載がなかっ
たものと認めることができる。
以上によると、Y1は、Xに対し、本件建

物の浴室が防水不良であり応急措置が行われ
ていたにすぎず、なお漏水のおそれがあるな
どの漏水に関する事項について説明すべきと
ころ、これを怠ったものということができる。
Y1は、本件建物の浴室の防水層が不十分

であるとか、防水シートを敷設する工事が応
急措置にすぎないことを認識していなかった
から、上記説明義務はなかったと主張する。
しかしながら、Q社は、平成24年10月3日、

漏水調査のため本件建物の浴室にとどまら
ず、共用部分の廊下側壁をはがして調査を行
い、その結果、共用廊下の壁ボード等が腐食
していたことを確認し、その上で、Y1に対
して改装業者への修繕を依頼するよう伝達し
ていたものと認めることができるのであっ
て、Y1は、以上の事情を認識していたもの
と認めることができる。このような漏水調査
の経緯に照らしてみれば、Y1においてバス
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ナフローレによる防水処理によって本件建物
の浴室の漏水が修繕されたものと認識してい
たと解するのは困難である。また、Y1宛て
に作成された平成24年10月16日付け見積書
も、「P号室浴室漏水調査」に関するもので
あり、「今回の見積範囲は浴室排水グレーチ
ング廻りの漏水調査及び原因箇所改修、床タ
イルの復旧です」「浴室排水グレーチング廻
り以外の箇所が漏水原因の場合は別途見積さ
せていただきます」「又、今回見積は漏水原
因箇所の調査、改修で、床下地ベニヤ等の改
修は含んでおりません」と明示されていたも
のと認めることができるのであって、およそ
漏水の原因について調査し、根本的な改修工
事を行うためのものではなかったことは、そ
の記載から明らかである。そして、証拠によ
ると、本件建物の浴室に敷かれたバスナフロ
ーレは、病院等の浴室にも用いられる浴室用
シートであるが、浴室の床表面部分を覆う表
面材であり、浴室の床下にあるべき防水層に
達する前に一次的に補完する程度のものであ
ったと認めることができるのであって、在来
工法により改装された本件建物の浴室に一般
的に想定される防水層による防水作用に代替
するまでの機能を有するものではなかったと
いうべきである。そうすると、Y1は、本件
建物の浴室に認められる問題点及び防水シー
トを敷設する工事が応急措置にすぎないこと
を認識していなかったとはいい難く、上記説
明義務を免れることはないというべきである。
したがって、この点に関するY1の主張は
採用することができない。
2　Y2の説明義務違反の有無について
⑴　Xは、Y2が、（ア）本件建物の電話線
アウトレットにつながるはずの電話線が断線
していたこと、（イ）本件建物に設置された
配電盤に回路増設がされていたこと及び（ウ）
本件建物の浴室が防水不良の状態にあること

を調査し、これをXに説明しなかったとして、
説明義務等に違反したと主張する。
⑵　不動産仲介業者は、直接の委託関係はな
くても、これら業者の介入に信頼して取引を
なすに至った第三者一般に対しても、信義誠
実を旨とし、格別に注意する等の業務上の一
般的注意義務があると解されるところ、仲介
者が負うべき義務は、宅地建物取引業法第35
条に定める事項はもちろん、信義則上、買主
が売買契約を締結するかどうかを決定づける
ような重大な事項について調査し、知り得た
事実について説明すべきであるが、宅地建物
取引業者は、高度の専門知識や鑑定能力を有
するものとは限らないことからすると、売買
契約当時、その目的物に瑕疵が存在すること
を疑わせるような特段の事情がない限りは、
瑕疵の存否について積極的に調査するまでの
義務はないと解するべきである。そこで、以
上を前提に上記⑴の（ア）及び（イ）の指摘
について検討すると、上記1の⑵において説
示したとおり、そもそも、本件建物の電話線
アウトレットの断線及び本件建物の配電盤の
工作については、本件建物の使用や用途を制
限するような重大な不利益をもたらすものと
いえず、本件建物について買主が売買契約を
締結するかどうかを決定づけるような重大な
事項とまではいい難いのであるから、これら
についてY2が説明義務を負うものというこ
とはできない。
⑶　続いて上記⑴（ウ）の指摘について検討
すると、本件建物の浴室には本件建物の浴室
には防水不良のためなお漏水の原因が存在し
ていたというべきであり、このことは、本件
売買の当時、本件建物について買主が売買契
約を締結するかどうかを決定づけるような重
大な事項であったというべきである。
また、前提事実において認定した事実のほ

か、Y2は、平成24年4月頃からY1との間
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で媒介契約を締結し、本件建物に人気があっ
たことから、月2件程度の割合で内覧を行っ
ていたところ、その媒介期間中であった同年
9月3日に本件建物前の内廊下のカーペット
等が湿潤し、同年10月3日に共用部分の廊下
側壁ボードを撤去して漏水調査が行われ、そ
の後、しばらくの間、共用部分の廊下側壁ボ
ードは塞がれることがなかった状態にあった
ものと認めることができるのであって、少な
くともCがY1との間で本件建物に関する媒
介期間中に漏水が生じていたことを認識し、
これを確認し得たものというべきである（な
お、証拠によると、Cは、本件建物に漏水が
生じていた事実を平成25年4月頃に至って初
めて聞いたと供述するが、上記証拠によると、
Cは、本件建物に人気があったことから、月
2件程度の割合で内覧を行っていたとする一
方、本件建物に漏水が生じた平成24年9月か
らバスナフローレを敷く工事が完了した平成
25年3月までに内覧希望者を案内したことは
なかったと不自然な供述をしており、同年4
月になって漏水工事について認識したにもか
かわらず、Bから床を塗り直していると聞く
にとどまり、その具体的な漏水の原因、漏水
の態様、改修した部分及び改修した内容につ
いて聴取することはなかったなどと既に媒介
契約に基づいて内覧希望者等を案内していた
媒介物件に関して事後的に瑕疵等が発覚した
際の対応としても不自然な供述をしており、
採用することができない。）。
このように、少なくともY2においては、
本件売買に至るまでの間、その目的物である
本件建物の浴室に漏水が発生したという瑕疵
が存在することを疑わせるような特段の事情
があった以上、Y2においては、その漏水に
ついて補修がされた事実については確認し、
Xに対して説明すべき義務があったというべ
きである（なお、Y2が自ら漏水原因を調査

することが困難であるとしても、本件建物に
係る管理組合、マンション管理会社及び工事
業者に対して照会するなどして、これを容易
に認識し得たのであり、Y2において上記程
度の調査が困難であったということはできな
い。）。
ところが、Cは、本件建物の浴室について

媒介期間中に漏水が生じたことを認識したに
もかかわらず、Bから、漏水が生じたこと及
び浴室の床を塗り直したことを聞いたにとど
まり、漏水の原因さえも聴取しておらず、し
たがって、漏水の原因が判明し的確な対処が
されて再発の具体的な危険がないことの事情
を確認するまでには至っていなかったものと
認めることができるのである。そのため、前
提事実において認定したとおり、Y2の作成
した重要事項説明書の「Ⅲ　その他重要な事
項」欄には、「平成25年1月ごろ本物件浴室
において漏水がございましたが、平成25年3
月に補修済みです。」と記載されたにとどま
り、Bが作成した物件状況等報告書（区分所
有建物用）の「1．売買物件の状況」のうち
「⑦漏水等の被害」欄にも、「有」「平成25年
1月頃」「浴室より廊下に漏水」「平成25年3
月補修済み」と記載されたにすぎなかったも
のと認めることができるのである。
以上によると、Y2は、Xに対し、本件建

物の浴室の漏水に関する事項について調査
し、説明すべき義務を怠ったものということ
ができる。
3　損害の程度について
⑴　Xは、本件建物の浴室に関する漏水工事
代金として636万5358円を負担しているほか、
精神的苦痛に対する慰謝料10万円の損害を受
けていると主張している。
⑵　そこで、検討してみると、本件建物の浴
室は在来工法による改装がされており、漏水
工事のためには浴室や隣接するトイレを含め
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た大幅な解体・撤去等を行って改めて防水層
の再施工を行う必要があり、その工事の費用
として、合計636万5358円を要したものと認
めることができる。

しかしながら、他方、別紙2の番号1の工
事については1人工当たり2万円として6人
工程度、同番号2の費用についても4、5万
円程度、番号13から15までの工事については
1セット5万円から10万円程度、番号20及び
22に含まれる架橋ポリ配管工事の単価は1か
所当たり8000円程度、番号29のユニットバス
は90万円程度で入手可能、番号44及び45につ
いては各1万円程度で足り、番号17及び18に
ついては一般的に平米単価の積算とは別個に
費用を計上することはないものであって、番
号49については高価な部材を利用しなければ
ならない理由に乏しいものであったと認める
ことができる。そして、本件全証拠によって
も、番号54の諸経費の積算根拠は明らかとは
いえない。そうすると、本件建物の浴室の漏
水工事に要した費用のうち、別紙3のとおり、
392万2398円の限度で損害と認めるのが相当
というべきである。

なお、Xは、慰謝料として10万円の損害を
主張するが、その精神的苦痛は、上記工事費
用の賠償によって、相当に慰謝される程度の
ものといえ、慰謝料として別途に賠償すべき
ものとまでは認められない。
⑶　以上によると、Xの主張は、392万2398
円の限度で理由があるというべきである。

なお、本件建物の浴室が防水不良の状態に
あること等について説明をしなかったことに
関する損害賠償請求を追加的に主張した訴え
の変更申立書は、平成26年6月6日にY2に
送達され、同月12日にY1に送達されたもの
であるから、上記金額に対する遅延損害金に
ついては、その各翌日を起算日として遅延損
害金の支払を求め得るにとどまるものと解す

るのが相当である。

結論
よって、Xの請求は主文第1項及び第2項

の限度で理由があるからこれを認容し、その
余はいずれも理由がないから棄却することと
し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第61
条、第64条本文、第65条第1項本文を適用し、
仮執行宣言は相当でないから付さないことと
して、主文のとおり判決する。

（別紙1～3　略）

2 ．委員会における指摘事項

［本件事案・判決について］

・一般論として、マンションのような集合住
宅の漏水は相当深刻な問題。原因を明確に
特定しない限りは安心できないというの
が、建設業者・不動産業者の認識でもある
と思われる。漏水事故があったことを認識
したときには、対処がきちんとされている
か、どの業者が対処したのか、前提の調査
はどのようにされたのか等は、聞くべき事
項ではないだろうか。

・ 漏水に関わる補修工事が実施されていても、
工事に不備があれば、その後の漏水のリス
クはあり得る。よって、どうやってリスク
を売主から買主に移転するかということが
問題。本件判決は、漏水リスクを完全に排
除することが出来ない以上、買主にリスク
を移転するには十分な措置と説明をしなけ
ればいけないが、本件では買主への説明が
安直だったのではないのか、という話であ
るように思われる。

［媒介業者の責任について］

・漏水については、まずは、①補修がなされ
たということを確認したのか、次に、②補
修した後の状況の確認をどこまですればよ
いのか、という2段階の問題になろうが、
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本件裁判所の判断としては、そもそも①は
事実確認されていない。これはY2の担当
者Cの主張が認められておらず、重要事項
説明書の記載内容も本来は売主が書くもの
である物件状況等報告書も、媒介業者の主
観的認識を記載したに過ぎないと判断され
てしまったのではないか。

・本件では「外形上、特段の漏水を疑わせる
事情があったのだから、媒介業者は的確な
対処がされて再発の具体的な危険がないこ
との事情を確認する必要があった」とされ
ているが、これはQ社の調査が限定的であ
る旨書かれており、原因の本質に対する対
処をしていないから補修ではない、との印
象を裁判官が受けたためではなかろか。

［附属設備の不具合の説明義務について］

・売買契約に付随する説明義務が発生する要
件が、買主に重大な不利益をもたらすとい
うことであるのかは疑問。不利益をもたら
す場合と言っても、軽微な不利益と重大な
不利益があり、不備の内容が「軽微である」
請求を、棄却するのが通常の裁判例である
が、本判決では「重要ではない」として請
求を棄却しているのが特徴的。これが果た
して妥当かは議論の余地がある。

・設備の不具合にも色々あり、どこまで説明
すべきかの線引きは難しいが、設備があれ
ば、買主は通常期待する機能が備わってい
ると考えるのが一般的であろうから、売買
に当たっては注意して説明する必要がある。

3 ．参考資料

（委員会資料を本稿用に修正。）
［参考裁判例］

A．過去の建物事故と媒介業者の調査責任

⑴　東京地判 平24・11・7 RETIO90-134
中古マンションの買主が、専有部分内の電

気温水器からの水漏れに関し、売主は説明義

務、媒介業者は調査・説明義務を怠ったとし
て、債務不履行による損害賠償を求めた事案
において、その請求の一部が認容された事例
⑵　東京地判 平16・4・23 RETIO61-94

土地建物の買主が、売買契約時に、当該土
地建物において過去に火災が発生したことが
ある旨の説明がなかったとして、売主に瑕疵
担保ないし不法行為に基づく損害賠償を、媒
介業者に媒介契約上の債務不履行を理由とす
る損害賠償を請求した事案において、火災に
よる焼損等は建物の瑕疵に当たるとして、売
主と媒介業者に賠償責任を認めた事例
B．リフォーム工事の不備と売主業者の責任

⑴　東京地判 平21・1・28 RETIO78-104
リフォームされた中古マンションの一室を

購入した買主が、当該マンションには瑕疵が
あったとして、売主に対し瑕疵担保責任、説
明義務違反及び不法行為に基づく損害賠償を
請求した事案において、売主が保温材の厚さ
不足及び風呂の設置条件を満たしていないこ
との管理組合からの指摘を説明すべき信義則
上の義務を果たしていないことならびに売主
の床材について管理組合の定めた改修マニュ
アルの要件を充たしているとの説明、チラー
ユニットに問題がないとの説明及び自動ドア
の撤去が容易であるとの説明が虚偽の説明に
当たり、不法行為を構成するとして買主の請
求が一部認容された事例
⑷　名古屋地判 平28・12・20 RETIO107-96

買主が、売主の不実告知又は不利益事実の
不告知により、耐震補強をしていると誤認し
売買契約を締結したとして、売主及び媒介業
者に消費者契約法に基づく売買契約の取消し
と損害賠償を求めた事案において、売主に対
する売買契約の取消しと損害賠償請求を認容
し媒介業者への請求を棄却した事例
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※ 判決文より一部抜粋、一部裁判記録より加筆

年月日 内容

平成 17 年 6 月 ・Ｙ１、本件建物を購入

平成 17 年 9 月頃 ・Ｙ１、本件建物の浴室を、在来工法によって改装する。

平成 24 年 4 月頃 ・Ｙ１は、Ｙ２に本件物件売却の媒介を依頼する。

同年 9 月 3 日 ・本件建物前の内廊下カーペット等が湿潤していることが発見される。

同年 9 月 7 日

・マンション管理会社Ｓ社からの依頼を受けた工事業者Ｑ社が目視調査を

行うが、漏水原因を特定できず。改めて共用廊下の壁を解体して調査を

行うこととする。

同年 10 月 3 日

・Ｑ社が、共用部分の廊下側壁ボードを撤去して漏水調査を行ったところ、

共用廊下の壁ボード等の腐食、及び、浴室の壁、床等に散水した際に、

浴室壁下地と床下地の継ぎ目からの漏水が確認された。（浴室よりの漏水

と判断される。）

・Ｑ社は、Ｙ１に、浴室の漏水箇所を特定して修復する必要があるため浴

室の改装をした業者に補修等を依頼するよう求めたが、その業者が既に

廃業していたことからＱ社にて調査及び補修を行うことになる。

同年 10 月 16 日頃 ・Ｑ社、Ｙ１宛て「Ｐ号室浴室漏水調査」見積書を作成。

同年 12 月 19 日頃
・Ｑ社、Ｙ１の依頼により「浴室床改修（浴室用床シート貼り）」見積書を

作成。

平成 25 年 3 月 11 日 ・Ｑ社、浴室床改修工事を実施。（東リ製「バスナフローレ」を床面に敷設。）

同年 4 月 28 日 ・Ｘ、媒介業者Ａと一般媒介契約を締結。

同年 4 月 30 日 ・Ｘ及びＹ１、本件建物の売買契約締結。手付金 300 万円を授受。

同年 8 月 15 日 ・Ｘ及びＹ１は決済を行い、Ｘは本件建物の引渡しを受ける。

同年 12 月頃 ・本件建物から、階下の天井裏への漏水が発見される。

同年 12 月 24 日
・Ｘ、本件建物に「①電話線アウトレットが断線、②配電盤に違法な回路

増設」の瑕疵があるとして、本件訴訟を東京簡易裁判所に提起する。

平成 26 年 3 月 19 日
・Ｑ社漏水調査により、本件建物の浴室と共用廊下との接合部から漏水し

ていることが確認される。

同年 6 月頃

・Ｘの依頼により、工事業者Ｒ社が浴室の解体工事を実施。

・Ｘ、本件訴訟に、「③本件浴室の防水不良の瑕疵」について追加的に主張

し変更申立書を提出。本件事件は東京地裁に移送される。

平成 28 年 3 月 11 日
・第一審判決

・その後、Ｙ１、Ｙ２は控訴

同年 9 月 23 日 ・和解成立
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